
○美咲町営分譲住宅団地等購入補助金交付要綱 

平成２１年１０月１４日 

告示第６１号 

（趣旨） 

第１条 美咲町が行う定住促進事業の推進並びに美咲町営分譲住宅団地及び町有地

（以下「町営分譲住宅団地等」という。）の販売促進を目的として、町営分譲住宅

団地等を購入し、自らが居住するための住宅を新築する者に対して、予算の範囲内

で補助金を交付する。 

（補助金の交付対象者） 

第２条 この要綱による補助金の交付対象者は、美咲町に定住するために、自ら居住

するための住宅（延べ床面積６６平方メートル以上２８０平方メートル未満）を新

築することを目的として、町営分譲住宅団地等を購入した者又は第３者に分譲地と

ともに譲渡することを目的として住宅の建設を行った者から購入した者とする。 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、購入した宅地の面積に対して３．３平方メートル当たり５，

０００円とする。ただし、住宅の新築にあたり、町内の建築業者（町内に住所を有

し、かつ、住宅主体部の建築を請け負う者をいう。次項において同じ。）又は木材

業者（町内に住所を有し、かつ、住宅建築に要する木材（主要構造部材に限る。）

が８立方メートル以上である場合に、９０％以上を納材する者をいう。次項におい

て同じ。）に発注し、住宅を新築した者については、３．３平方メートル当たり１

０，０００円とする。 

２ 町有地の補助金の額は、販売価格の８分の１の額と前項の規定により算出した額

との少ない方の額とする。ただし、町内の建築業者又は木材業者に発注し、住宅を

新築した者については、販売価格の４分の１の額と前項の規定により算出した額と

の少ない方の額とする。この場合において、購入した町有地の面積が３３０平方メ

ートル以下の場合は、販売価格と算出した額とを比較し、３３０平方メートルを超

える場合には、３３０平方メートルによりそれぞれ算出した額とを比較するものと

する。 

３ 交付する補助金の額は、前項により算出された金額で１，０００円未満の端数を

切り捨てしたものとする。 

（交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、美咲町営分譲住宅団地等購入補助金交

付申請書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。 

２ 申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。 

（１） 住宅新築に係る工事契約書又は購入に際しての売買契約書 

（２） 施工業者等申告書（様式第２号） 

（３） その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 



第５条 町長は、前条に規定する交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審

査し、適当であると認めたときは、美咲町営分譲住宅団地等購入補助金交付決定通

知書（様式第３号）を申請者に交付するものとする。 

（実績報告） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、住宅の新築が完了した後に美咲町営分

譲住宅団地等購入補助金実績報告書（様式第４号）に以下の書類を添付して提出す

るものとする。 

（１） 当該住宅の完成写真 

（２） 当該住宅の平面図 

（３） 分譲地に居住したことを証する住民票 

（４） その他町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項に規定する実績報告書を受けたときは、当該実績報告に係る書類を

審査し、適当であると認めたときは、美咲町営分譲住宅団地等購入補助金確定通知

書（様式第５号）を申請者に交付するものとする。 

（補助金の支払い） 

第７条 町長は、前条による補助金の確定通知書を交付した者から補助金請求書（様

式第６号）が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

（決定の取消し） 

第８条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取り消すこ

とができる。 

（１） 分譲契約に違反する事項があったとき。 

（２） 虚偽の申請をしたことが明らかとなったとき。 

（３） 住宅地の買い戻しを行ったとき。 

（４） 美咲町住宅団地分譲条例（平成１７年美咲町条例２２３号）及び美咲町住

宅団地分譲条例施行規則（平成１７年美咲町告示第１３２号）に違反したとき。 

（補助金の返還命令等） 

第９条 町長は前条の規定により取り消したときは、申請者に対し、既に交付した補

助金の返還を命ずることができる。なお、補助金の返還を命ぜられた者は、速やか

にこれに従わなければならない。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

１ この告示は、公布の日から施行し、平成２１年４月１日以降に町営住宅団地を購

入したものから適用する。 

２ この告示は、平成３４年３月３１日をもって効力を失う。ただし、平成３４年３

月３１日までに申請のあったものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成２２年５月１３日告示第３０号） 

この告示は、公布の日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 



附 則（平成２３年３月１日告示第１３号） 

この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月２７日告示第６０号） 

この告示は、平成２６年３月３１日から施行する。 

附 則（平成２６年２月２８日告示第１５号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年１０月３０日告示第１０５号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２６日告示第２６号） 

この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３０日告示第２３号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

 


